
 
 

〇 令和 4 年 6 月 3 日付け国通知による要請に従い、ウクライナから避難を目的として入国した外国人（ウクライナ避難民）の 

方々を支援するため、保険料の減免を実施。 

〇 減免対象となる保険料 

 国民健康保険料の全額（入国された日の属する月から最大 12 か月適用） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年度 減免適用件数 減免額 

令和４年度 
（令和４年 10 月末時点） 

38 件 799,047 円 

ウクライナ避難民の方々に対する国民健康保険料の減免について 

ウクライナ避難民の方々に対する一部負担金減免について 

〇 令和 4 年 6 月 3 日付国通知による要請に従い、ウクライナから避難を目的として入国した外国人（ウクライナ避難民）の 

方々を支援するため、保険医療機関等を受診した場合の一部負担金の全額について減免を実施。 

〇 減免開始日：大阪市における国民健康保険の資格取得日 

〇 減免の適用要件：国保料の減免を受けた者 

〇 減免期間：開始日から国保資格喪失時または、適用要件を満たさなくなった日のいずれか早い日 

 

 

【第５章】ウクライナ避難民の方々に対する取り組みについて 

減免適用件数及び減免額 
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